

木津川市国民健康保険運営協議会結果要旨　

	会議名
	令和２年度第２回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	令和２年７月３０日(木)
午後２時００分から午後３時１０分
	場所
	木津川市役所　
第２北別館２階会議室

	出席者
	委員
■：出席
□:欠席
	１号委員
（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■尾﨑田鶴 委員　■藤井千賀 委員
□林　直　 委員、■村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、□兎本昭夫 委員、■若菜和雄 委員
■木村英城 委員、■藤原慶輔 委員、□川田雅彦 委員

	
	
	３号委員
（公益代表）
	■福井博敏 委員、■久保恭子 委員、□堀　英延 委員
■福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	市民部　山本部長
国保年金課　清水課長　藤澤課長補佐　東村課長補佐　浅田係長　

	傍聴者
	無

	
議題

	１．開会
２．資格審査
３．会長あいさつ
４．市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
６．議事
(１)令和元年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
　(２)その他
７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会
　　　事務局が開会を宣言した。

２．資格審査
委員１８名中 １４名の出席により、会議が成立していることを確認した。

３．会長あいさつ
　　　　要旨は、次のとおり。
・　新たに１名の委員が就任された。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。

４．市長あいさつ(山本部長代読)
　
５．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として尾﨑委員と福井康裕委員を指名した。

６．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を行った。
　（１）　令和元年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
【配布資料】
　　・　令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
　　・　令和元年度国民健康保険特別会計主要施策成果の報告書
　　・　令和元年度国保会計決算分析Ⅰ Ⅱ

【事務局説明の概要】
　 ・　 決算では歳入72億9,036万4千円、歳出71億7,648万1千円となり、歳入歳出差引1億1,388万3千円の黒字となった。
・　黒字となっているが、前年度の繰越金や過年度分の補助金等の精算による収入・支出などが含まれているので、可能な限りで単年度に着目した収支を算出すると、△１億4,793万円の赤字となる。
・　更に府保険給付費等交付金（普通交付金）の状況から、本来市が負担すべき額を考慮し推計すると、1億949万円のプラス要因となり、単年度の着目した収支は、△3,844万円(推計)の赤字となる。
・　国民健康保険を継続して運営していくためには、国等から更なる財源を確保を目指すとともに、事業の見直しによる歳出削減、保険税率の引き上げといった検討が必要と考える。

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　国民健康保険事業費納付金の算定方法は。
➤　国民健康保険事業費納付金は、京都府において、各市町村の医療費水
準や所得水準等に基づき算出されるものです。
令和元年度であれば、平成３１年１月にこれまでの医療費の伸び、国
保加入者の所得水準を基に算定されます。


　　　　　　〇　保険者努力支援制度の増額について
➤　保険者努力支援制度における取り組みは、そのほとんどが、被保険　　　　　
者の健康増進につながるほか、国民健康保険の財政運営においても効果が見込まれるなど、保険者として取り組むべきことにて、本市においても積極的に取り組んでいます。                     
 令和元年度は、全国平均を少し上回る獲得額で、府内順位は３位。更
なる獲得には、特定健康診査の受診率・特定保健指導の実施率の向上
が課題と考えます。

　　　　　　〇　令和２年度のコロナ関連での国民健康保険税減免の状況について
　　　　　　➤　本市における減免申請の件数は、６月だけで１００件を超える状況と
なっています。
減免に係る財源は全額、国等が負担しますので、本市の国民健康保険
の運営に影響等はありません。




　　　　　　〇　今後の運営・保険税率の見込について
➤ 高齢化等による医療費の増加等により、厳しい財政状況と
なっています。
[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　本市国民健康保険を運営していくのに必要な税率の目安として、例年１月末頃に京都府が標準保険料率を示しますので、これをもとに引き続き、今後の運営、保険税率を検討していくことになると考えます。　　　　　　　　
　　　　　　　　　
７．閉会
議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。
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